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○
総
務
省
令
第
三
十
三
号

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
財
政
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
五
の
八
、
地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
条
第
四
号
及
び
第
三
十
一
条
並
び
に
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
二
百
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令

及
び
地
方
債
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
及
び
地
方
債
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
第
一
号
中
「
附
則
第
七
条
の
二
」
の
下
に
「
及
び
第
七
条
の
三
」
を
加
え
る
。
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（
地
方
債
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
債
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
三
号
中
「
防
災
」
の
下
に
「
及
び
減
災
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
の
十
を
附
則
第
二
条
の
十
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
八
の
計
画
に
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
十
四

法
第
三
十
三
条
の
五
の
八
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
共
施
設
等
（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
八
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

二

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

附
則
第
二
条
の
九
を
附
則
第
二
条
の
十
二
と
し
、
附
則
第
二
条
の
六
か
ら
附
則
第
二
条
の
八
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ

、
附
則
第
二
条
の
五
第
一
号
中
「
（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
公
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
二
条
の
八
と
し
、
附
則
第
二
条
の
四
を
附
則
第
二
条
の
七
と
し
、
附
則
第
二

条
の
三
を
附
則
第
二
条
の
六
と
し
、
附
則
第
二
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。
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（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
の
計
画
に
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
三

法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と

二

法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
対
象
と
な
る
公
営
企
業
、
公
社
（
法
第
三
十
三
条
の
五
の

七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
公
社
を
い
う
。
附
則
第
二
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
（
法
第
三
十
三
条
の

五
の
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
）
の
名
称

三

法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
検
討
の
経
緯
及
び
そ
の
内
容

四

法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
債
を
起
こ
す
年
度

五

法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
が
完
了
す
る
年
度

（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
の
計
画
の
承
認
）

第
二
条
の
四

総
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
以
内

に
、
提
出
者
に
対
し
て
当
該
計
画
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
）
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第
二
条
の
五

総
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
関
係
す
る
都
道

府
県
知
事
に
承
認
し
た
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
法
」
を
「
及
び
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中
「
額
並
び
に
」
の
下
に
「
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方

債
の
額
及
び
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
額
並
び
に
」
の
下
に
「
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
及
び
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

平
成
三
十
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

項
中
「
並
び
に
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
算
入
公
債
費
の
額
及
び
算
入
準
公
債
費

の
額
並
び
に
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
」
と
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す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
度
以
後

の
年
度
に
お
け
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
標
準
税
収
入
額
の

算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


